
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

   

1. 県公社が契約上、間に入った貸し借り(農地中間管理事業㊟1)) 

         (変更前＝現行)             (変更後) 
 

農業経営基盤強化促進法           農地中間管理事業の推進に関する法律 

・農用地利用集積計画             ・農用地利用集積等促進計画 

 

2.所有者、借受け者が直接契約する貸し借り(相対) 

         (変更前＝現行)             (変更後) 
農業経営基盤強化促進法           農地法 

・農用地利用集積計画             ・農業委員会の許可後貸借契約締結 

 

㊟1一括方式(借入れと貸付けを同日付けで行うやり方)の場合 

㊟2市町村が地域計画を策定する公告日前日まで(最長 令和 7年 3月 31日まで)は、変更前のやり方でできます。 

        

                 

               

   

        
              
              

                   
                  

             

      
             
     
             
            
             

      
             
       
             
          
          
    

                       
         

              

(公財）しまね農業振興公社 

（ 農 地 バ ン ク ） 

２０2４年 1月 発刊 

松江市黒田町４３２番地１ 

０８５２－２０－２８７１ 

地域計画が策定されると農地の貸し借りに関わる手続きが変わります！！ 

手続きの変更点 

今号も「臨時号」です！！ 

 
中間管理事業実施のイメージです!! 



 
  

 

    

 

 

 

            現在、具体的な手続き等につきましては、関係機関と協議を行っ 

            ているところです。 

         決まりましたら、情報提供を行いたいと思っておりますので、ご了 

            解願います。 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  「地域計画」は、地域においての話し合いにより、農業の将来像を描いていくも 

のです。今後、県公社は、このエリアにおいて重点的に事業を実施していく 

こととなります。 

    今後も皆様方のお役に立てるよう頑張っていきたいと思いますので、変わりませず     

   よろしくお願いします。（K.N） 

     

              

                

                        

             

                             

                   

                  

          

                

              

            

                   

                      
                      

                  

 

農地中間管理事業と相対の実施の目安です!! 


